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令和 5 年度 相談支援事業所けいせい 事業計画（案） 

 

基本方針 ・地域においてどのような障がい・疾病があっても、障がいのない人と同様

に、地域で生活出来る事をめざして、生活を成立させ継続するために必要な

サービスや制度の利用についての情報提供をおこない、ニーズ(客観的に見

て本人が必要な事項)を適切に把握し、多様な資源に結び付け、資源がなけ

れば開発し障がい者のニーズを充足させる総合的な相談支援が行えるように

していきます。 

重点項目 ・相談者にとって有効且つわかりやすい計画書作成に努めていく。 

・相談者の現在また将来にわたり安心した生活を実現するべく各方面での連

携の強化を図るとともに総合的な相談支援を進める。 

・感染症対策（新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等） 

稼働目標 

（利用見込） 

年間利用見込（延べ人数） 

1 か月/３人×12 か月=36 名  

稼働目標 

年間稼働目標 36 名  

4 月 ３名  10 月 18 名＋新規３名 

5 月 3 名＋新規 3 名 11 月 21 名＋新規３名 

6 月 6 名＋新規 3 名 12 月 24 名＋新規３名 

7 月 9 名＋新規３名 1 月 27 名＋新規３名 

8 月 12 名＋新規３名 2 月 30 名＋新規３名 

9 月 15 名＋新規３名 3 月 33 名＋新規３名 
 

予算 体制加算なし 

1 件/1,522 単位(1 単位/10.96 円)→16,681 円 

モニタリング費用→月/13,810 円 

全ケース 3 カ月に 1 回モニタリング 

報酬額 1 件当たり 69,071 円 69,071 円×36 人＝2,486,556 円 

新規契約者の確保及び体制加算が取れるように研修に参加し資格取得を目指

す。  

事業内容 障がい者のある方の相談支援 

サービス等利用計画の作成  

サービス担当者会議の開催     

モニタリング      

関係機関との連絡調整 

対象者：主に知的障害 
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サービス内容 

（支援内容） 

サービス利用支援：障害福祉サービスを利用するときに、その利用者にとっ

てどのような障害福祉サービスが最適かをマネジメントします。障害福祉サ

ービスで利用したサービスがその方にとって最適であったかということを常

に見直し、修正していきます。 

継続サービス利用支援：作成されたサービス等利用計画が適切であったかを

評価し、必要であれば見直しを行いより最適なサービスへ修正を行います。 

体制 

（組織図） 

相談支援事業所けいせい 

管理者 相談支援専門員 1 名 

 

年間行事 4 月 相談支援部会・個別支援会議 

5 月 ケース会議・相談支援部会 

6 月 相談支援部会・研修 

7 月 サービス調整会議・相談支援部会・個別支援会議・研修 

8 月 相談支援部会・自立支援協議会 

9 月 サービス調整会議・相談支援部会・研修 

10 月 相談支援部会・個別支援会議 

11 月 サービス調整会議・相談支援部会・研修・専門部会 

12 月 相談支援部会 

1 月 相談支援部会・個別支援会議・研修 

2 月 サービス調整会議・ 相談支援部会・自立支援協議会 

3 月 サービス調整会議・相談支援部会・研修 

その他 他事業所と連携し避難訓練、虐待防止研修等を実施 

その他 定期的に外部の会議や研修等に出席し、他事業所や地域との連携や支援につ

いて話し合う機会を持つことで、より良い支援が図れるようにしていきます。 

 


